
議 案 第 ５ 号

 
 

令和３年度会費額の件（案） 

公益社団法人広島県薬剤師会定款第８条第４項及び会費規程第２条第２項の規

定による令和３年度の会費は、以下のとおりとする。

会費

１．正会員（薬剤師）

Ａ 年額 ４５，５００円

Ｂ 年額 ２３，０００円

ただし、正会員Ｂ中、広島県行政薬剤師会は１７，０００円とする。

２．準会員（薬剤師）

年額 ６，０００円

 ３．賛助会員（薬剤師ではない個人及び企業・団体）

Ａ 年額 ４５，５００円

Ｂ 年額 ４０，０００円

 ４．特別会員（薬剤師ではない個人）

Ａ 年額 無 料（会員資格は卒業時まで継続）

Ｂ 年額 ６，０００円

 

議案第６号

(単位：円)

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

①　基本財産運用収益

基本財産受取利息

②　特定資産運用収益

特定資産受取利息

③　受取入会金

受取入会金

④　受取会費

正会員受取会費

準会費受取会費

賛助会員受取会費

⑤　事業収益

研修会収益

基準薬局認定料収益

手数料収益

広告料収益

会館事業収益

医薬品等販売収益

保険収益

用紙販売事業収益

書籍等斡旋品代収益

委託料収益

⑥　受取補助金等

受取地方公共団体補助金

受取地方公共団体補助金振替額

⑦　受取負担金

受取負担金

受取民間負担金

⑧　受取寄付金

受取寄付金

⑨　雑収益

受取利息

雑収益

経常収益計

令和3年度　公益社団法人広島県薬剤師会収支予算書(案)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科　　　　　　目
３年度予算額

（Ａ）
２年度予算額

（Ｂ）
増減（Ａ－Ｂ）

議案第₅号

28




